
地域再生基本方針の一部変更について 

 

令和４年５月13日  

閣 議 決 定 案  

 

 

地域再生法（平成17年法律第24号）第４条第６項の規定に基づき、地域再生基本

方針（平成17年４月22日閣議決定）の一部を次のとおり変更する。 

 

別表を別紙のように改める。 
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